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（別紙） 
 
○一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針（平成１３年８月２９日付け国自旅第７１号）の一部改正に係る新旧対照表  
 

（傍線の部分は改正部分） 

改　　　　正 現　　　　行

国 自 旅 第 ７ １ 号 国 自 旅 第 ７ １ 号 
平成１３年　８月２９日 平成１３年　８月２９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一部改正　平成１４年　７月　１日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一部改正　平成１４年　７月　１日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一部改正　平成１６年　６月３０日 一部改正　平成１６年　６月３０日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一部改正　平成１７年　４月２８日 一部改正　平成１７年　４月２８日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 一部改正　平成１８年　９月１５日 一部改正　平成１８年　９月１５日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正　平成１９年　７月２５日 一部改正　平成１９年　７月２５日 
                                          一部改正　平成２０年　６月２７日 一部改正　平成２０年　６月２７日 
                                          一部改正　平成２１年　９月２９日 一部改正　平成２１年　９月２９日 

一部改正　平成２２年　８月１８日 一部改正　平成２２年　８月１８日 
一部改正　平成２６年　１月２４日                                             一部改正　平成２６年　１月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正　平成２８年１２月２０日                                             一部改正　平成２８年１２月２０日 
                                            一部改正　令和　５年１２月２８日  

  
  

　各地方運輸局長　殿 　各地方運輸局長　殿　 
沖縄総合事務局長  殿 沖縄総合事務局長  殿 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物流・自動車局長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車局長   

  
  

一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針 一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針 
  
  

１．　（略） １．　（略） 
２．一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理については、別紙のとお ２．一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理については、別紙のとお
り処理方針を定めたので、各地方運輸局及び沖縄総合事務局（以下「各局等」とい り処理方針を定めたので、各地方運輸局及び沖縄総合事務局（以下「各局等」とい
う）においては、その趣旨を十分理解の上、各局等において定めている審査基準に う）においては、その趣旨を十分理解の上、各局等において定めている審査基準に
ついて所要の改正を行うこととされたい。 ついて所要の改正を行うこととされたい。 

    各局等において本処理方針に基づき新たな審査基準を定めるときは、その内容を     各局等において本処理方針に基づき新たな審査基準を定めるときは、その内容を
  　事前に本省と調整されたい。 　事前に本省と調整されたい。

　　また、本処理方針は、国土交通大臣権限の申請に対する処分の審査基準としても 　　また、本処理方針は、国土交通大臣権限の申請に対する処分の審査基準としても
  　適用することとする。 　適用することとする。

  　なお、本件については、公益社団法人日本バス協会会長及び一般社団法人全国ハ   　なお、本件については、社団法人日本バス協会会長あて、別添のとおり通知した
　イヤー・タクシー連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。 　ので申し添える。 
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【別紙】 【別紙】 
１．許可（道路運送法（以下「法」という。）第４条第１項） １．許可（道路運送法（以下「法」という。）第４条第１項） 
（１）～（８）　（略） （１）～（８）　（略） 
（９）法令遵守 （９）法令遵守 

①　申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常 ①　申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常
勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する 勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する
ものであること。なお、一般乗用旅客自動車運送事業者が、区域運行の態様に ものであること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
限定して許可を受ける場合にあっては、当該運行に必要な法令の知識を有する   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ものとみなす。   　　　　　　　　　　　　 

  ②～③　（略） ②～③　（略）
（１０）　（略） （１０）　（略） 

  （１１）許可に付す条件 （１１）許可に付す条件
    ①　１（９）①により、区域運行に必要な法令の知識を有するものとみなした場 （新設）  　 
　　　合においては、当該運行の態様に限定する条件を付すこと。  
　　②　運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付 　　運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付
　　　すこと。 すこと。 

  （１２）～（１３）　（略） （１２）～（１３）　（略）
  

２．事業計画の変更の認可（法第１５条第１項） ２．事業計画の変更の認可（法第１５条第１項） 
（１）１（２）～（１０）の定めるところに準じて審査すること。 （１）１（２）～（８）、（１０）の定めるところに準じて審査すること。 

  （２）　（略） （２）　（略）
  

  ３．～９．　（略） ３．～９．　（略）
  

附　則（平成１４年７月１日　国自旅第６７号） 附　則（平成１４年７月１日　国自旅第６７号） 
　本処理方針は、平成１４年７月１日以降に処分を行うものから適用するものとする。 　本処理方針は、平成１４年７月１日以降に処分を行うものから適用するものとする。 

  
附　則（平成１６年６月３０日　国自旅第７５号） 附　則（平成１６年６月３０日　国自旅第７５号） 
　本処理方針は、平成１６年８月１日以降に処分を行うものから適用するものとする。 　本処理方針は、平成１６年８月１日以降に処分を行うものから適用するものとする。 

  
附　則（平成１７年４月２８日　国自旅第２３号） 附　則（平成１７年４月２８日　国自旅第２３号） 
　本処理方針は、平成１７年４月２８日以降に申請を受付たものから適用するものと 　本処理方針は、平成１７年４月２８日以降に申請を受付たものから適用するものと
する。 する。 

  
附　則（平成１８年９月１５日　国自旅第１４６号） 附　則（平成１８年９月１５日　国自旅第１４６号） 
　本処理方針は、平成１８年１０月１日以降に申請するものから適用するものとする。 　本処理方針は、平成１８年１０月１日以降に申請するものから適用するものとする。 

  
附　則（平成１９年７月２５日　国自旅第１０７号） 附　則（平成１９年７月２５日　国自旅第１０７号） 
１　本処理方針は、平成１９年９月１０日以降に申請するものから適用するものと １　本処理方針は、平成１９年９月１０日以降に申請するものから適用するものと

する。 する。 
２　「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用 ２　「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用

について」（平成１５年３月１８日、国自整第２１６号）の一部改正に伴い、整 について」（平成１５年３月１８日、国自整第２１６号）の一部改正に伴い、整
備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行 備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行
っている一般乗合旅客運送事業者については施行日から２年間、施行前に一般乗 っている一般乗合旅客運送事業者については施行日から２年間、施行前に一般乗
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合旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の 合旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の
開始の日から２年間、外部委託を継続することを可能とする。 開始の日から２年間、外部委託を継続することを可能とする。 

  
附　則（平成２０年６月２７日　国自旅第１０６号） 附　則（平成２０年６月２７日　国自旅第１０６号） 
　本処理方針は、平成２０年７月１日以降に申請するものから適用するものとする。 　本処理方針は、平成２０年７月１日以降に申請するものから適用するものとする。 

  
附　則（平成２１年９月２９日　国自旅第１４５号）　 附　則（平成２１年９月２９日　国自旅第１４５号）　 
１　本処理方針は、平成２１年１０月１日以降に申請を受け付けるものから適用す 　１　本処理方針は、平成２１年１０月１日以降に申請を受け付けるものから適用す

るものとする。 　るものとする。 
  

附　則（平成２２年８月１８日　国自旅第９０号） 附　則（平成２２年８月１８日　国自旅第９０号） 
　本処理方針は、平成２２年９月１日以降に申請を受け付けるものから適用するもの 　本処理方針は、平成２２年９月１日以降に申請を受け付けるものから適用するもの
とする。 とする。 

  
附　則（平成２６年１月２４日　国自旅第４３４号） 附　則（平成２６年１月２４日　国自旅第４３４号） 
　本処理方針は、平成２６年１月２７日以降に申請を受け付けるものから適用するも 　本処理方針は、平成２６年１月２７日以降に申請を受け付けるものから適用するも
のとする。 のとする。 

  
附　則（平成２８年１２月２０日　国自旅第３０２号） 附　則（平成２８年１２月２０日　国自旅第３０２号） 
　本処理方針は、平成２８年１２月２０日以降に申請を受け付けるものから適用する 　本処理方針は、平成２８年１２月２０日以降に申請を受け付けるものから適用する
ものとする。 ものとする。 

  
附　則（令和５年１２月２８日　国自旅第２７２号） 
　本処理方針は、令和５年１２月２８日以降に申請を受け付けるものから適用するも
のとする。 

 


